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心外無別法
し ん げ に べ っ ぽ う な し

臨済宗相国寺派管長
理事長　有　馬　賴　底

理事長報告

令
和
四
年
壬

み
ず
の
え

寅と
ら

の
新
年
を
迎
え
、

ご
寺
院
、
賛
助
会
員
の
皆
様
に
於
か

れ
ま
し
て
は
、
益
々
ご
隆
昌
の
御
事

と
存
じ
上
げ
ま
す
。
ま
た
平
素
よ
り

当
会
に
対
し
格
別
の
ご
協
力
を
賜
り
、

心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
コ
ロ
ナ
で
明
け
暮
れ
た
昨

年
も
よ
う
や
く
年
末
に
は
落
ち
着
い

た
か
に
見
え
ま
し
た
が
新
た
な
オ
ミ

ク
ロ
ン
株
が
俄
か
に
増
大
し
は
じ
め
、

こ
の
新
年
も
不
安
の
中
で
の
出
発
と

な
り
ま
し
た
。
私
ど
も
の
参
画
す
る

「
明
日
の
京
都 

文
化
遺
産
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
」
で
も
コ
ロ
ナ
に
直
面
す

る
茶
道
、華
道
、香
道
の
代
表
の
方
々

に
よ
る
対
談
が
行
わ
れ
、
伝
統
を
堅

持
す
る
立
場
か
ら
様
々
に
工
夫
し
立

ち
向
か
っ
て
お
ら
れ
る
こ

と
を
勉
強
致
し
ま
し
た
し
、

長
く
深
い
時
間
軸
の
中
の

一
時
の
困
難
を
多
く
の

人
々
と
共
に
乗
り
越
え
て

ゆ
こ
う
と
す
る
姿
勢
に
感

銘
を
覚
え
ま
し
た
。

今
日
、
宗
教
を
取
り
ま

く
様
々
な
社
会
的
テ
ー
マ

に
私
ど
も
宗
教
界
は
答
え

ら
れ
て
い
る
で
し
ょ
う

か
？ 

例
え
ば
、
日
本
に
お
け
る
臓

器
移
植
の
現
状
に
つ
い
て
、
併
せ
て

脳
死
、
心
臓
死
に
つ
い
て
。
ま
た
、

死
刑
制
度
に
つ
い
て
。
そ
し
て
明
治

以
降
の
国
家
と
宗
教
の
在
り
方
に
つ

い
て
。
し
っ
か
り
と
過
去
を
検
証
し
、

今
を
見
据
え
、
未
来
の
宗
教
界
に
伝

え
て
ゆ
く
こ
と
の
努
力
を
怠
っ
て
は

い
け
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。　

そ
う
い
う
仏
教
会
で
あ
ら
ね
ば
な

ら
な
い
と
心
か
ら
思
い
ま
す
。

心し
ん
げ
に
べ
っ
ぽ
う
な
し

外
無
別
法

「
三さ

ん
が
い
に界

唯た
だ

一い
っ
し
ん
の
み心

、
心し

ん
げ
に外

無べ
っ
ぽ
う
な
し

別
法
」

と
続
き
ま
す
。「
三
界
」
と
は
欲
界
、

色
界
、
無
色
界
の
こ
と
。
そ
の
三
界

に
は
た
だ
一
つ
の
心
が
あ
る
の
み
だ
。

そ
の
一
つ
の
心
以
外
に
は
法
は
な
い

ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、

こ
の
世
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
、

集
約
さ
れ
て
「
心
」
と
な
っ
て
あ
ら

わ
れ
る
。
だ
か
ら
仏
法
と
い
え
ど
も
、

こ
の
心
の
外
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
心
こ
そ
、
す
べ
て
の
存
在
の
根

本
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
存
在
す
る
も

の
の
根
源
を
、
心
と
い
う
も
の
で
言

い
表
す
わ
け
で
、
そ
の
心
を
離
れ
て

は
仏
法
も
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
な

の
で
す
。
で
す
か
ら
、
心
が
歪
め
ば
、

仏
法
も
歪
み
ま
す
。
私
た
ち
の
平
和

な
気
持
ち
も
、
す
さ
ん
だ
気
持
ち
も
、

あ
な
た
自
身
の
心
の
持
ち
方
一
つ
で

す
。
そ
れ
以
外
に
は
何
も
な
い
の
だ

よ
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。

各
位
に
於
か
れ
ま
し
て
は
、
コ
ロ

ナ
禍
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
本
年
が
ど

う
か
良
い
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
切
に

願
う
次
第
で
あ
り
ま
す
。

【
色
紙
説
明
】

　

虎こ

嘯し
ょ
う

（
と
ら
う
そ
ぶ
く
）

　

虎
が
吠
え
て
い
る
。

大
機
と
い
う
禅
語
が
あ
り
ま
す
。

機
と
い
う
の
は
チ
ャ
ン
ス
と
い
う
こ
と
。

虎
が
嘯
け
ば
、
百
獣
は
引
っ
込
ん
で
し

ま
う
。

虎
が
嘯
け
ば
、
ま
さ
に
大
機
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
大
機
だ
け
で
は
無
用
で
あ
り
、

「
大
用
」
を
源
に
ど
う
い
う
行
動
を
取

れ
ば
良
い
か
が
大
事
と
な
り
ま
す
。

虎
が
吠
え
て
い
る
と
き
に
、
ど
う
行
動

す
る
か
が
大
切
な
作
用
と
な
り
ま
す
。

 

合
掌
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「厚生年金」とは何なのか？
 〜〜寺院のための解説〜〜

櫻 井 圀 郎

「
厚
生
年
金
」
と
は
？

「
厚
生
年
金
」
と
は
、
厚
生
年
金
保

険
法
と
い
う
法
律
に
よ
っ
て
政
府
が
運

営
し
て
い
る
労
働
者
の
た
め
の
強
制
加

入
の
保
険
制
度
（
年
金
制
度
）
で
す
。

具
体
的
に
は
、「
労
働
者
の
老
齢
・

障
害
・
死
亡
」
に
つ
い
て
、
保
険
給
付

（
老
齢
年
金
・
障
害
年
金
・
遺
族
年
金

の
支
給
）
が
行
わ
れ
る
制
度
で
す
（
一

条
）。た

だ
し
、
国
家
公
務
員
、
地
方
公
務

員
、私
立
学
校
の
教
職
員
に
つ
い
て
は
、

国
家
公
務
員
共
済
、地
方
公
務
員
共
済
、

私
立
学
校
教
職
員
共
済
が
定
め
ら
れ
て

お
り
、
一
般
の
労
働
者
の
た
め
の
厚
生

年
金
と
は
別
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
共
済
に

加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
労
働
者
で
な
い
国
民
（
個
人

事
業
主
、
会
社
役
員
な
ど
、
無
職
）
に

は
、国
民
年
金
法
に
よ
る
「
国
民
年
金
」

が
定
め
ら
れ
て
お
り
、強
制
加
入
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
国
民
は
、

「
厚
生
年
金
」
か
「
国
民
年
金
」
か
「
共

済
」
か
い
ず
れ
か
に
必
ず
加
入
す
る
こ

と
に
な
っ
て
お
り
、「
国
民
皆
年
金
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

「
労
働
者
」
と
は
？

こ
こ
で
、
厚
生
年
金
の
加
入
対
象
と

な
る
「
労
働
者
」
と
は
、「
労
働
の
対
償
」

と
し
て
賃
金
・
給
与
・
手
当
な
ど
を
受

け
る
者
（
つ
ま
り
、「
給
与
所
得
者
」）

が
該
当
し
ま
す
（
三
条
一
項
三
号
・
四

号
）。

「
労
働
者
」
と
は
、事
業
主
（
使
用
者
）

に
雇
用
さ
れ
、事
業
主
に
使
用
さ
れ
て
、

事
業
主
の
労
働
に
従
事
し
、
そ
の
対
償

と
し
て
給
与
を
受
け
る
者
を
い
い
ま
す

（
民
法
、
労
働
基
準
法
、
労
働
契
約
法
）。

寺
院
に
お
い
て
は
、寺
務
所
の
職
員
、

運
転
手
、
清
掃
員
、
調
理
員
、
境
内
整

備
員
、
警
備
員
な
ど
が
「
労
働
者
」
に

当
た
り
ま
す
。

パ
ー
ト
タ
イ
ム
や
ア
ル
バ
イ
ト
で
あ

っ
て
も
「
給
与
を
受
け
る
労
働
者
」
に

あ
た
り
ま
す
が
、
臨
時
的
、
一
時
的
ま

た
は
季
節
的
に
使
用
さ
れ
る
者
は
対
象

外
で
す
（
後
述
参
照
）。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
業
務
に
従
事

す
る
者
で
あ
っ
て
も
、
檀
信
徒
そ
の
他

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
従
事
し
、
給
与
を
受

け
て
い
な
い
者
は
、「
労
働
者
」
に
は

該
当
し
ま
せ
ん
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
、
お
弁
当
を
出
し

た
り
、
経
本
、
半
袈
裟
、
お
供
え
な
ど

を
施
し
た
と
し
て
も
、「
労
働
の
対
償
」

と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
か
ら
、「
労
働

者
」
に
は
当
た
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
寺
院
事
務
（
特
に
、
会
計
事

務
や
電
子
デ
ー
タ
処
理
な
ど
）、
清
掃
、

調
理
、
備
品
管
理
や
備
品
修
理
、
警
備

な
ど
を
、
寺
院
か
ら
の
委
託
を
受
け
、

請
け
負
っ
て
行
う
者
は
、
自
己
の
計
算

と
自
己
の
判
断
で
業
務
を
行
う
「
事
業

主
（
個
人
事
業
主
）」
で
す
か
ら
、「
使

用
さ
れ
る
労
働
者
」で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
労
働
者
の
使
用
」
と
は
？

事
業
主
に
よ
る
「
労
働
者
の
使
用
」

と
は
、
事
業
主
の
指
揮
監
督
下
で
、
事

業
主
の
指
示
（
業
務
命
令
）
に
従
っ
て

所
定
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
を
い

い
ま
す
。

一
定
程
度
の
職
務
権
限
内
で
の
自
己

判
断
は
あ
り
ま
す
が
、
あ
く
ま
で
も
事

業
主
の
指
揮
監
督
下
に
あ
り
、
業
務
命

令
の
範
囲
内
に
限
り
、
事
業
主
の
指
揮

命
令
に
反
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

（
反
す
れ
ば
、
業
務
命
令
違
反
と
な
り
、

懲
戒
処
分
の
対
象
と
な
り
、
最
悪
の
場

合
、
解
雇
と
な
り
ま
す
。）。

宗教法および宗教経営研究所所長教授
宗教と社会研究実践センター副所長
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た
と
え
ば
、
寺
院
に
雇
用
さ
れ
て
、

清
掃
具
や
作
業
着
を
与
え
ら
れ
、
朝
九

時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
勤
め
て
、
寺
院

の
計
画
に
従
っ
て
、寺
院
の
清
掃
を
し
、

給
料
を
得
る
職
員
は
「
労
働
者
」
で
す
。

同
じ
よ
う
に
寺
院
の
清
掃
を
す
る
者

で
あ
っ
て
も
、
寺
院
か
ら
の
請
負
で
、

自
己
の
清
掃
具
や
作
業
着
で
、
自
己
の

計
画
に
従
っ
て
、
寺
院
の
清
掃
を
す
る

者
は
、労
働
者
で
は
な
く
、「
請
負
人（
個

人
事
業
主
）」
で
す
。

「
適
用
事
業
所
」
と
は
？

厚
生
年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
事
業
所
（
適
用
事
業
所
）
と
は
、

「
常
時
、
一
人
以
上
の
従
業
員
を
使
用

す
る
法
人
の
事
務
所
や
事
業
所
」で
す
。

「
法
人
」
と
は
、
株
式
会
社
な
ど
営

利
法
人
だ
け
で
は
な
く
、
一
般
社
団
法

人
、
一
般
財
団
法
人
、
学
校
法
人
、
医

療
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
な
ど
あ
ら
ゆ

る
法
人
が
対
象
で
す
。
当
然
に
「
宗
教

法
人
」
も
対
象
と
な
る
法
人
で
す
。

厚
労
省
は
「
す
べ
て
の
法
人
は
厚
生

年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
法
律
の
規
定
を

無
視
し
た
誤
っ
た
表
現
で
す
。

あ
く
ま
で
も
、「
常
時
、
一
人
以
上

の
従
業
員
を
使
用
す
る
法
人
」
に
限
ら

れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
一
人
も
常
時
雇
用
の

従
業
員
を
使
用
し
て
い
な
い
宗
教
法
人

は
厚
生
年
金
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

「
常
時
、
使
用
す
る
」
と
は

厚
生
年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
「
常
時
雇
用
の
労
働
者
」
で

す
か
ら
、
㋑
「
臨
時
的
な
労
働
者
」、

㋺
「
一
時
的
な
労
働
者
」、
㋩
「
季
節

的
な
労
働
者
」は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
㋑
台
風
の
被
害
を
受
け

た
本
堂
の
修
復
の
た
め
に
雇
用
さ
れ
る

者
は
「
臨
時
的
な
労
働
者
」
で
す
し
、

㋺
開
祖
五
百
年
紀
の
行
事
に
雇
用
さ
れ

る
者
は
「
一
時
的
な
労
働
者
」
で
す
し
、

㋩
お
盆
・
お
彼
岸
・
年
末
年
始
な
ど
の

行
事
の
た
め
に
雇
用
さ
れ
る
者
は
「
季

節
的
な
労
働
者
」
で
す
。

正
確
に
は
、
㋑
日
雇
い
ま
た
は
二
月

以
内
で
使
用
さ
れ
る
臨
時
的
労
働
者
、

㋺
所
在
地
が
一
定
し
な
い
事
業
所
で
使

用
さ
れ
る
一
時
的
労
働
者
、
㋩
四
月
以

内
の
季
節
的
業
務
に
使
用
さ
れ
る
労
働

者
で
す
。

こ
の
よ
う
な
従
業
員
を
何
人
雇
用
し

て
い
て
も
、
厚
生
年
金
の
適
用
事
業
所

と
は
な
り
ま
せ
ん
。

「
厚
生
年
金
の
被
保
険
者
」
と
は
？

さ
ら
に
、厚
生
年
金
の
「
被
保
険
者
」

と
な
る
の
は
、「
七
十
歳
未
満
の
者
」

に
限
ら
れ
て
い
ま
す
（
九
条
）。

し
た
が
っ
て
、
七
十
歳
以
上
の
高
齢

者
の
み
を
雇
用
し
て
い
る
寺
院
で
あ
れ

ば
、
従
業
員
が
何
人
い
て
も
、
厚
生
年

金
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

代
表
役
員
は
労
働
者
か
？

代
表
役
員
は
、
宗
教
法
人
を
代
表
し

て
、
宗
教
法
人
の
事
務
を
執
行
す
る
役

員
で
す
。

代
表
役
員
が
そ
の
職
務
を
行
う
根
拠

は
、
宗
教
法
人
か
ら
宗
教
法
人
の
代
表

権
や
事
務
執
行
権
を
委
託
さ
れ
た
か
ら

で
す
。

そ
れ
を
法
的
に
は
「
委
任
」
と
い
い

ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
代
表
役
員
の
地
位
は

「
委
任
の
受
任
者
」
で
あ
っ
て
、「
雇
用

の
労
働
者
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
労
働

者
で
な
い
の
で
す
か
ら
、
厚
生
年
金
加

入
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
宗
教
法
人
に
よ
っ
て
は
、
そ

の
規
則
で
、「
代
表
役
員
は
無
報
酬
と

す
る
」
旨
の
規
定
が
置
か
れ
て
お
り
、

保
険
料
算
出
の
基
礎
が
ゼ
ロ
で
は
、
適

用
す
る
に
も
適
用
の
余
地
が
な
い
で
し

ょ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
代
表
役
員
と
し
て
報
酬

を
受
け
て
い
て
も
、「
役
員
報
酬
」
で

あ
っ
て
、「（
労
働
者
の
）
給
与
」
に
な

る
も
の
で
は
な
く
、「
役
員
」
が
「
従

業
員
」に
転
じ
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。

従
業
員
を
兼
ね
る
役
員

た
だ
、
厚
生
省
（
当
時
）
の
古
い
通

達
に
、「
従
業
員
と
同
様
の
業
務
を
行

う
役
員
は
そ
の
限
度
で
厚
生
年
金
に
加

入
さ
せ
て
か
ま
わ
な
い
」
と
い
う
趣
旨

の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

会
社
組
織
に
し
た
商
業
・
工
業
・
鉱

業
・
食
品
業
・
運
送
業
な
ど
の
社
長
さ

ん
（
代
表
取
締
役
）
が
従
業
員
と
変
わ

ら
ず
に
働
い
て
い
る
構
図
で
す
。

そ
の
場
合
、
社
長
と
い
え
ど
も
従
業

員
と
同
じ
だ
か
ら
厚
生
年
金
に
加
入
さ

せ
て
も
良
い
と
い
う
発
想
で
す
。
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も
ち
ろ
ん
、
従
業
員
と
し
て
の
給
与

を
会
社
か
ら
受
け
て
い
る
こ
と
が
要
件

と
な
り
ま
す
。
給
与
を
受
け
て
い
な
い

な
ら
、
厚
生
年
金
を
適
用
す
る
余
地
が

な
い
か
ら
で
す
。

寺
院
で
も
、
僧
侶
で
な
い
寺
務
長
や

執
事
長
な
ど
が
代
表
役
員
に
選
任
さ
れ

た
場
合
に
は
、
同
様
の
対
応
と
な
り
ま

す
。責

任
役
員
は
労
働
者
か
？

責
任
役
員
も
代
表
役
員
と
同
様
で

す
。責

任
役
員
は
、
宗
教
法
人
か
ら
委
任

を
受
け
て
、
宗
教
法
人
の
事
務
を
決
定

す
る
責
任
を
負
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

立
場
は
従
業
員
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

仮
に
、
責
任
役
員
が
従
業
員
だ
と
し

た
ら
、「
宗
教
法
人
の
指
揮
命
令
に
よ

っ
て
宗
教
法
人
の
事
務
を
決
定
す
る
」

と
い
う
可
笑
し
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。

責
任
役
員
は
、
誰
か
ら
の
指
揮
も
命

令
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
自
己
の
責
任

に
お
い
て
、
宗
教
法
人
の
事
務
を
決
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

役
員
を
兼
ね
る
従
業
員

規
模
の
小
さ
な
会
社
で
は
、
代
表
取

締
役
と
同
様
、
取
締
役
も
全
員
が
従
業

員
で
あ
る
と
い
う
例
も
珍
し
く
あ
り
ま

せ
ん
。

規
模
の
大
き
な
会
社
で
も
、「
取
締

役
営
業
部
長
」「
取
締
役
工
場
長
」「
取

締
役
支
店
長
」
な
ど
、
従
業
員
を
兼
ね

る
役
員
も
多
数
い
ま
す
。

従
業
員
と
し
て
入
社
し
て
か
ら
勤
務

業
績
が
認
め
ら
れ
て
役
員
に
選
任
さ

れ
、
従
業
員
を
続
け
な
が
ら
の
役
員
の

責
任
を
務
め
る
者
で
す
。

こ
れ
ら
の
場
合
に
も
、「
従
業
員
で

あ
る
限
度
」
で
厚
生
年
金
に
加
入
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
。寺

院
で
も
、
長
年
、
檀
信
徒
で
寺
院

の
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
き
た
者
を
責

任
役
員
で
選
任
す
る
可
能
性
が
あ
る
で

し
ょ
う
。

住
職
は
労
働
者
か
？

さ
て
、
最
も
問
題
と
な
る
の
は
住
職

で
す
。

寺
院
に
お
い
て
は
、
住
職
は
宗
教
上

の
最
高
指
導
者
で
あ
り
、
住
職
が
誰
か

の
指
揮
・
監
督
・
命
令
の
下
に
置
か
れ

て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

も
ち
ろ
ん
、
住
職
も
、
所
属
の
宗
派

や
本
山
の
監
督
や
命
令
を
受
け
、
教
区

や
組
の
指
揮
下
に
置
か
れ
て
い
ま
す

が
、
な
に
よ
り
も
仏
意
を
解
し
、
仏
法

に
則
っ
て
宗
務
を
果
た
す
聖
職
で
す
。

住
職
の
任
命
権
者
は
宗
派
の
管
長
で

あ
り
、
寺
院
で
も
、
そ
の
宗
教
法
人
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。

住
職
が
労
働
者
だ
と
し
た
ら
⑴

仮
に
、
住
職
が
労
働
者
で
あ
る
と
し

た
ら
、
労
働
者
た
る
住
職
を
雇
用
す
る

使
用
者
は
宗
派
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

宗
派
は
、
各
寺
院
に
労
働
者
た
る
住
職

を
派
遣
す
る
労
働
者
派
遣
事
業
者
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
（
労
働
者
派
遣
事

業
法
）。

労
働
者
派
遣
と
は
、
自
己
の
雇
用
す

る
労
働
者
を
他
人
の
指
揮
命
令
を
受
け

て
労
働
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
を
い
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
住
職
は
、
宗
派
の
雇
用

関
係
の
も
と
で
、
寺
院
に
派
遣
さ
れ
、

寺
院
の
指
揮
命
令
を
受
け
て
、
寺
院
の

労
働
に
従
事
さ
せ
ら
れ
る
労
働
者
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
あ
り
え
な
い
こ

と
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、
宗
派
は
、
厚
生
労
働
大
臣

に
申
請
し
て
労
働
者
派
遣
事
業
の
許
可

を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
現
況

で
は
、
す
べ
て
の
宗
派
が
無
許
可
営
業

を
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
そ
の
場
合
、
労
働
者
た
る

住
職
と
使
用
者
た
る
宗
派
と
は
対
等
の

立
場
に
お
け
る
合
意
に
基
づ
い
て
労
働

契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す

（
労
働
契
約
法
）
が
、
あ
り
え
な
い
話

で
し
ょ
う
。

住
職
が
労
働
者
だ
と
し
た
ら
⑵

仮
に
、
住
職
を
雇
用
す
る
の
が
寺
院

や
そ
の
宗
教
法
人
で
あ
る
と
し
た
ら
、

住
職
と
寺
院
や
そ
の
宗
教
法
人
と
が
対

等
の
立
場
に
お
け
る
合
意
に
基
づ
い
て

労
働
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。寺

院
や
そ
の
宗
教
法
人
と
い
っ
て

も
、
住
職
抜
き
な
の
で
、
檀
家
総
代
と

い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
の

場
合
、
住
職
と
檀
家
総
代
が
対
等
の
立

場
で
住
職
の
労
働
条
件
を
協
議
す
る
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
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な
図
式
も
あ
り
え
な
い
こ
と
で
し
ょ

う
。住

職
が
労
働
者
だ
と
し
た
ら
⑶

住
職
が
労
働
者
だ
と
し
た
ら
、
第
一

に
、
労
働
基
準
法
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

労
働
基
準
法
で
は
、
労
働
時
間
は
、

週
四
十
時
間
以
内
、
そ
の
各
日
八
時
間

以
内
に
限
ら
れ
、
そ
れ
超
え
る
と
時
間

外
労
働
と
な
り
、
五
割
以
上
の
割
増
賃

金
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

労
働
時
間
が
六
時
間
を
超
え
る
と
四

十
五
分
、
八
時
間
を
超
え
る
と
一
時
間

の
休
憩
が
必
要
と
な
り
、
週
一
日
ま
た

は
四
週
間
四
日
以
上
の
休
日
が
必
要
で

す
。全

労
働
日
の
八
割
以
上
出
勤
し
た
労

働
者
に
は
十
日
に
継
続
勤
務
一
年
で
一

日
な
い
し
六
年
以
上
で
十
日
を
加
算
し

た
年
次
有
給
休
暇
を
与
え
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

常
時
十
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す

る
使
用
者
は
就
業
規
則
を
作
成
し
て
労

働
基
準
監
督
署
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
こ
こ
の
寺
院
が
使
用
者
な

ら
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
宗
派
で
あ
れ

ば
適
用
と
な
り
ま
す
。

最
低
賃
金
法
が
適
用
さ
れ
、
最
低
賃

金
以
上
の
賃
金
の
支
払
い
が
義
務
と
さ

れ
、
労
働
者
の
団
結
権
・
団
体
交
渉
権
・

争
議
権
（
ス
ト
ラ
イ
キ
）
が
保
障
さ
れ

（
憲
法
）、
労
働
組
合
法
も
適
用
さ
れ
ま

す
。ま

た
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
が
適

用
さ
れ
、
採
用
の
機
会
均
等
や
労
働
の

内
容
等
に
お
け
る
差
別
的
取
扱
い
の
禁

止
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
女
性
活
躍
推
進

法
も
適
用
さ
れ
ま
す
。

育
児
休
業
等
法
が
適
用
さ
れ
、
育
児

休
業
、
介
護
休
業
、
子
の
看
護
休
暇
、

介
護
休
暇
を
与
え
る
こ
と
、
時
間
外
労

働
の
制
限
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

住
職
の
家
族
は
労
働
者
か
？

住
職
の
家
族
は
住
職
の
収
入
に
よ
っ

て
生
活
す
る
者
で
す
が
、
寺
院
に
お
い

て
住
職
の
助
け
と
し
て
働
い
て
い
る
人

も
多
い
で
し
ょ
う
。

そ
の
場
合
、
無
給
で
あ
れ
ば
何
の
問

題
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
有
給
で
あ
れ
ば

「
常
時
雇
用
の
従
業
員
」
に
該
当
し
、

厚
生
年
金
に
加
入
の
義
務
が
あ
り
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
、
七
十
歳
以
上
の
方
で

あ
れ
ば
対
象
外
で
す
。

住
職
の
家
族
で
あ
っ
て
も
、
僧
侶
と

し
て
寺
院
に
お
勤
め
に
な
る
方
は
、
労

働
者
で
は
な
く
、
宗
教
法
人
の
従
業
員

と
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
厚
生
年
金
に
加

入
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

社
会
労
働
保
険
と
は

労
働
者
や
そ
の
家
族
の
生
活
を
保
障

す
る
た
め
の
法
律
上
の
制
度
と
し
て
、

①
労
働
者
災
害
補
償
保
険
（
労
災
保

険
）、
②
雇
用
保
険
（
失
業
保
険
）、
③

健
康
保
険
、
④
厚
生
年
金
の
四
つ
が
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

す
べ
て
強
制
加
入
で
あ
り
、
使
用
者

ま
た
は
労
働
者
が
自
由
に
選
択
で
き
る

制
度
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
、
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
厚
生

年
金
の
み
で
す
が
、
厚
生
年
金
に
加
入

の
義
務
の
あ
る
者
は
、
他
の
三
つ
（
労

災
保
険
、
雇
用
保
険
、
健
康
保
険
）
に

も
加
入
の
義
務
が
あ
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
厚
生
年
金
だ
け
が
問

題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

ち
な
み
に
、
労
働
者
で
な
い
国
民
の

場
合
は
、
①
国
民
健
康
保
険
と
②
国
民

年
金
の
二
つ
が
強
制
加
入
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

最
後
に

こ
の
よ
う
に
、「
寺
院
の
厚
生
年
金

加
入
問
題
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、

寺
院
が
厚
生
年
金
に
加
入
す
る
か
し
な

い
か
と
い
う
問
題
で
は
な
く
、「
住
職

が
労
働
者
で
あ
る
か
否
か
」
と
い
う
問

題
で
す
。

住
職
が
労
働
者
で
あ
れ
ば
、
労
働
基

準
法
や
労
働
契
約
法
な
ど
労
働
法
が
適

用
さ
れ
、
労
働
者
の
補
償
の
た
め
の
労

災
保
険
・
雇
用
保
険
・
健
康
保
険
・
厚

生
年
金
の
四
つ
の
保
険
に
強
制
加
入
と

な
り
ま
す
。

住
職
が
労
働
者
で
な
け
れ
ば
、
労
働

法
は
適
用
外
と
な
り
ま
す
し
、
労
働
者

の
た
め
の
四
つ
の
保
険
も
非
適
用
で

す
。
代
わ
っ
て
、
国
民
健
康
保
険
と
国

民
年
金
が
強
制
加
入
と
な
り
ま
す
。

住
職
が
寺
院
の
指
揮
命
令
に
よ
っ
て

寺
院
の
労
働
に
従
事
す
る
労
働
者
で
あ

る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
が
、

あ
え
て
住
職
と
労
働
契
約
を
締
結
し
、

労
働
基
準
法
に
基
づ
い
た
労
働
関
係
に

あ
る
寺
院
に
あ
っ
て
は
四
つ
の
保
険
も

適
用
と
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
す
。
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「
反
転
攻
勢
」、
な
ん
と
も
勇
ま
し
く

勢
い
の
あ
る
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

2
0
2
1
年
11
月
19
日
、
岸
田
新
内
閣

で
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
コ
ロ
ナ
克
服
・

新
時
代
開
拓
の
た
め
の
経
済
対
策
」、

そ
の
中
の
「
観
光
立
国
の
復
活
」
で
語

ら
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
曰
く
、「
来

る
べ
き
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
回
復
に
備

え
、
反
転
攻
勢
の
基
盤
を
構
築
す
る
た

め
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者
の
受
入
環
境

を
整
備
」
で
あ
る
。
国
も
、
ま
た
社
会

全
体
も
、
観
光
が
う
ま
く
機
能
す
れ
ば

コ
ロ
ナ
禍
で
落
ち
込
ん
だ
経
済
は
回
復

で
き
る
、
い
や
、
コ
ロ
ナ
さ
え
無
け
れ

ば
観
光
で
の
「
立
国
（
国
の
繁
栄
）」

は
可
能
で
あ
っ
た
（
の
か
も
し
れ
な

い
）。
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
は
多
く
の

問
題
を
抱
え
て
い
た
観
光
事
業
さ
え

も
、
唯
一
の
光
明
、
万
能
な
道
具
に
錯

覚
し
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
な
い
。

ご
存
じ
の
よ
う
に
京
都
で
は
コ
ロ
ナ

禍
以
前
、
住
宅
街
や
生
活
の
場
へ
も
大

量
の
観
光
客
が
押
し
寄
せ
、
市
民
生
活

に
支
障
を
き
た
す
よ
う
に
な
っ
た
。
ホ

テ
ル
や
民
泊
な
ど
の
宿
泊
施
設
が
増
え

た
結
果
、
地
価
の
高
騰
、
一
般
層
へ
の

住
宅
供
給
の
減
少
に
よ
り
、
若
年
層
、

子
育
て
世
代
等
は
他
地
域
へ
の
流
出
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
観
光
が
地
域
住
民

の
生
活
基
盤
に
フ
リ
ー
ラ
イ
ド
す
る
形

で
展
開
さ
れ
、
そ
の
結
果
が
「
京
都
で

は
観
光
が
と
て
も
活
況
な
の
に
、
市
の

税
収
は
ま
っ
た
く
伸
び
て
い
ま
せ
ん
」

（
日
経
ビ
ジ
ネ
ス
2
0
1
6
年
5
月
9

日
号
）
と
い
う
京
都
市
長
の
発
言
は
地

域
住
民
に
と
っ
て
は
踏
ん
だ
り
蹴
っ
た

り
の
も
の
で
あ
っ
た
。

日
本
が
国
を
挙
げ
て
の
観
光
事
業
に

突
入
し
て
い
く
の
は
、
2
0
0
1
年
か

ら
始
ま
る
小
泉
内
閣
時
代
で
あ
る
。
小

泉
内
閣
の
掲
げ
た
「
聖
域
無
き
構
造
改

革
」
は
改
革
の
美
名
の
下
、
国
は
こ
れ

ま
ま
で
の
よ
う
に
地
方
へ
の
財
政
支
援

は
行
わ
な
い
、
引
き
替
え
に
地
方
が
自

助
と
自
立
の
精
神
、
知
恵
と
工
夫
の
競

争
に
よ
る
活
性
化
を
行
い
や
す
く
す
る

た
め
の
規
制
緩
和
を
行
う
。
新
自
由
主

義
を
基
調
と
し
た
競
争
と
自
己
責
任
の

政
策
で
あ
る
。
そ
し
て
、
地
域
の
自
助

と
自
立
、
知
恵
と
工
夫
の
競
争
の
道
具

と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
が
観
光
で
あ
っ

た
。2

0
0
7
年
「
観
光
立
国
推
進
基
本

法
」
が
施
行
さ
れ
る
。
こ
の
法
律
の
前

文
に
は
日
本
国
憲
法
を
模
し
た
崇
高
な

理
念
が
う
た
い
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

中
心
と
な
る
の
は
地
域
経
済
の
活
性

化
、
雇
用
の
機
会
の
増
大
、
国
民
経
済

の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
わ
た
る
発
展
、
と

い
っ
た
経
済
的
な
文
言
で
あ
る
。
日
本

経
団
連
も
「
観
光
立
国
」
を
「
国
家
百

年
の
計
」
と
し
て
重
要
な
国
家
戦
略
の

一
つ
に
位
置
づ
け
る
よ
う
訴
え
か
け
、

翌
2
0
0
8
年
に
は
観
光
庁
が
設
置
さ

れ
る
。
こ
の
流
れ
は
現
内
閣
へ
の
方
針

へ
も
引
き
継
が
れ
て
い
く
。

た
だ
、
観
光
立
国
推
進
基
本
法
で
は

地
域
の
主
体
性
を
強
調
す
る
も
、
地
域

は
国
策
で
あ
る
観
光
事
業
を
自
主
的
か

つ
主
体
的
に
実
施
す
る
責
務
が
あ
る
こ

と
に
さ
れ
、
コ
ロ
ナ
禍
で
自
粛
を
強
制

し
た
よ
う
な
、
日
本
な
ら
で
は
の
自
主

性
、
主
体
性
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
ば
か
り
か
住
民
は
魅
力
あ
る
観
光
地

の
形
成
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
よ

観光立国と新自由主義、巻き込まれる宗教

龍谷大学非常勤講師

湯 川 宗 紀
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う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い

る
。
気
づ
け
ば
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
巻

き
込
み
総
動
員
し
な
が
ら
日
本
の
方
針

は
、
こ
れ
ま
で
の
「
国
土
の
調
和
の
取

れ
た
発
展
」
か
ら
、「
国
際
競
争
力
の

高
い
魅
力
あ
る
観
光
地
の
形
成
」
へ
と

変
化
し
、
地
域
間
の
観
光
競
争
が
始
ま

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

国
の
財
政
支
援
を
削
減
さ
れ
、
自
主

的
か
つ
主
体
的
に
国
の
施
策
を
実
行
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
地
方
自
治
体
、
そ

し
て
観
光
地
の
形
成
に
積
極
的
な
役
割

を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
住
民

は
、
生
き
残
り
を
か
け
て
観
光
を
用
い

た
ま
ち
づ
く
り
を
展
開
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
。
そ
こ
に
は
地
域
の
伝
統
文
化

と
さ
れ
た
宗
教
も
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。

あ
る
地
域
で
は
観
光
に
消
極
的
な
宗

教
施
設
に
対
し
て
、「
あ
そ
こ
は
、
ど

う
も
固
辞
し
て
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
や

か
ら
行
政
も
困
っ
て
ま
す
わ
、
色
ん
な

面
で
。
こ
れ
か
ら
観
光
で
や
っ
て
行
こ

う
と
い
う
町
づ
く
り
し
て
る
の
に
」
と

い
う
不
満
が
住
民
か
ら
表
出
し
、
そ
の

結
果
、
直
接
的
な
国
家
の
強
権
で
も
、

大
資
本
の
誘
惑
で
も
な
く
、「
地
域
の

た
め
」
と
い
う
力
に
よ
っ
て
「
旅
館
も

お
み
や
げ
物
屋
さ
ん
も
お
寺
も
お
宮
も

手
を
携
え
て
や
っ
て
い
か
な
あ
か
ん
と

い
う
の
が
、
地
域
の
使
命
」
と
し
て
観

光
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
し
て
諦
観
す
る
に
至
っ
た
事
例
も

あ
っ
た
（
湯
川　
『
国
家
と
宗
教
』
下

巻
2
0
0
8
）。

自
分
が
望
ま
な
い
場
所
に
道
が
通
っ

た
と
し
て
も
、
多
く
の
人
が
そ
れ
を
利

用
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
地
域
で
そ
の

道
を
利
用
保
守
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
そ
う
な
る
と
嫌
で
も
自
分
も
か
か

わ
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
そ
の
道
を

利
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
同
じ
よ
う
に

望
む
と
望
ま
な
い
と
に
拠
ら
ず
、
ま
ち

づ
く
り
に
観
光
が
埋
め
込
ま
れ
る
こ
と

に
な
る
と
、
自
分
の
生
活
も
観
光
に
巻

き
込
ま
れ
、
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
る
。

コ
ロ
ナ
後
の
「
観
光
立
国
の
復
活
」、

海
外
か
ら
押
し
寄
せ
る
（
で
あ
ろ
う
）

観
光
客
を
ど
う
受
け
入
れ
る
の
か
、
反

転
攻
勢
の
基
盤
を
構
築
、
宿
泊
需
要
の

受
け
皿
と
し
て
、
国
は
寺
院
を
参
拝
し

て
通
過
し
て
い
く
だ
け
の
場
で
は
な

く
、
宿
泊
し
、
コ
ン
テ
ン
ツ
を
消
費
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
お
金
を
落
と
し
て
も

ら
う
滞
在
型
観
光
の
場
、
日
本
な
ら
で

は
の
文
化
が
体
験
で
き
る
宿
泊
施
設
と

し
て
活
用
し
よ
う
と
い
う
試
み
、
寺
泊

（
て
ら
は
く
）
を
開
始
し
た
。

各
寺
院
が
「
宗
教
」
を
辞
し
、
観
光

施
設
と
し
て
寺
院
を
運
営
す
る
の
で
は

な
く
、
日
々
の
法
務
を
こ
な
し
な
が
ら

観
光
・
宿
泊
業
を
行
う
の
で
あ
る
。
集

客
、
予
約
、
接
客
、
食
事
、
宿
泊
、
コ

ン
テ
ン
ツ
の
作
成
・
実
施
等
々
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
写
経
や
座
禅
と

い
っ
た
宗
教
的
行
為
を
「
高
付
加
価
値

の
体
験
型
コ
ン
テ
ン
ツ
」、
観
光
商
品

と
す
る
こ
と
へ
の
問
題
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
果
た
し
て
未
経
験
の
宗
教
家
が

観
光
・
宿
泊
業
を
行
え
る
の
か
、
観
光

事
業
と
は
そ
う
容
易
い
も
の
な
の
か
。

こ
れ
ら
の
不
安
に
対
し
て
観
光
庁
は
そ

れ
ら
の
経
費
の
半
額
、
最
大
7
8
0
万

円
の
補
助
金
、
そ
し
て
専
門
家
に
よ
る

無
料
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
も
行
う
大

盤
振
る
舞
い
の
公
募
を
行
い
、
各
寺
院

が
様
々
な
思
い
を
も
っ
て
チ
ャ
レ
ン
ジ

し
、
既
に
採
択
さ
れ
た
寺
院
も
あ
る
。

観
光
庁
は
寺
泊
を
大
き
な
宿
泊
施
設

の
あ
る
都
市
部
で
は
な
く
、「
地
方
部

に
お
け
る
訪
日
外
国
人
旅
行
者
の
長
期

滞
在
や
旅
行
消
費
額
の
増
加
等
」
を
目

指
す
も
の
と
し
て
い
る
。
地
方
の
観
光

事
業
、
日
本
全
体
が
観
光
に
突
き
進
む

以
前
、
1
9
8
0
年
代
後
半
に
国
は
、

主
産
業
で
あ
る
農
林
漁
業
の
衰
退
に
あ

え
ぐ
全
国
の
農
山
漁
村
地
域
に
「
都
市

と
の
交
流
」と
し
て
あ
た
ら
し
い
観
光
、

グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
提
示
し
た
。

こ
の
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
成
功

例
、
目
指
す
べ
き
モ
デ
ル
と
ま
で
評
価

さ
れ
た
町
が
京
都
の
山
間
に
あ
る
。

こ
の
町
は
地
域
に
あ
っ
た
農
山
村
景

観
を
観
光
資
源
と
し
て
グ
リ
ー
ン
ツ
ー

リ
ズ
ム
を
展
開
し
、
観
光
客
を
劇
的
に

増
や
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
U
タ
ー

ン
・
I
タ
ー
ン
移
住
者
を
も
呼
び
込
み
、

一
時
は
人
口
減
少
に
も
歯
止
め
を
か
け

る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ま
た
急
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激
に
人
口
が
減
少
し
始
め
た
。
モ
デ
ル

と
評
価
さ
れ
た
地
域
で
さ
え
、
高
齢
化

と
人
口
減
少
に
よ
り
毎
年
行
わ
れ
て
い

た
地
域
住
民
主
体
の
観
光
誘
客
イ
ベ
ン

ト
も
開
催
が
危
ぶ
ま
れ
る
ほ
ど
、
労
働

力
不
足
、
人
手
不
足
が
深
刻
化
し
始
め

た
の
だ
。

2
0
1
7
年
、「
限
界
国
家
に
向
か

う
日
本
の
未
来
年
表
」（
週
刊
朝
日 
2

0
1
7
年
8
月
4
日
号
）
が
発
表
さ
れ

た
。
そ
の
内
容
は
、
2
0
3
5
年
日
本

の
人
口
の
4
割
が
60
歳
以
上
、
2

	
0
	4	

0
年
自
治
体
の
半
数
が
消
滅
の
危
機

に
、
2
0
5
5
年
75
歳
以
上
の
人
口
が

2
4
4
6
万
人
（
4
人
に
1
人
が
後
期

高
齢
者
）、
2
0
5
3
年
日
本
の
人
口

が
1
億
人
を
切
る
、
と
い
う
衝
撃
的
な

も
の
で
あ
っ
た
。

現
在
日
本
は
毎
年
大
阪
の
茨
木
市
、

寝
屋
川
市
規
模
の
人
口
が
消
え
て
い
く

人
口
減
少
社
会
で
あ
り
、
そ
れ
は
更
に

加
速
し
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い

る
。
日
本
全
体
の
人
口
が
減
れ
ば
、
農

山
漁
村
地
域
の
人
口
も
減
り
、
都
市
か

ら
農
山
漁
村
地
域
へ
移
住
す
る
者
の
数

も
当
然
減
少
し
、
必
死
に
が
ん
ば
る
小

さ
な
町
の
努
力
だ
け
で
は
ど
う
し
よ
う

も
な
い
と
こ
ろ
ま
で
き
て
し
ま
っ
た
。

な
ぜ
、
人
口
は
減
り
続
け
る
の
か
。

2
0
2
1
年
に
内
閣
府
か
ら
発
表
さ
れ

た
「
少
子
化
社
会
対
策
白
書
」
に
よ
る

と
2
0
2
0
年
の
生
涯
未
婚
率
は
男
性

で
25
・
7
%
、
女
性
で
16
・
4
%
と
な

っ
て
お
り
、
今
後
も
増
え
続
け
て
い
く

と
予
測
さ
れ
て
い
る
。価
値
の
多
様
化
、

「
草
食
系
」
な
ど
の
言
葉
が
一
時
期
も

て
囃
さ
れ
た
が
、
国
立
社
会
保
障
・
人

口
問
題
研
究
所
の
発
表
に
よ
る
と
、「
い

ず
れ
結
婚
す
る
つ
も
り
」
と
答
え
た
18

～
34
歳
の
未
婚
者
は
、
年
々
数
を
減
ら

し
て
き
て
は
い
る
が
2
0
1
5
年
、
男

性
で
85
・
7
%
、
女
性
で
89
・
3
%
に

も
上
る
。
で
は
な
ぜ
、
結
婚
す
る
人
は

増
え
な
い
の
か
。
同
じ
く
人
口
問
題
研

究
所
の
発
表
に
よ
る
と
、
結
婚
の
最
大

の
障
害
は
男
女
と
も
半
数
近
く
が
「
結

婚
資
金
」
と
答
え
、
ダ
ン
ト
ツ
の
一
位

で
あ
っ
た
。
で
は
な
ぜ
、
資
金
が
な
い

の
か
。
一
般
労
働
者
の
賃
金
が
30
年
近

く
上
昇
せ
ず
、
下
手
を
す
る
と
下
降
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
国

か
ら
資
産
が
な
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
調
査
、
研
究
で
日

本
国
内
の
富
裕
層
は
益
々
豊
か
に
な
っ

て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
日
本

に
あ
る
資
産
が
一
部
に
集
中
し
大
多
数

が
貧
し
く
な
っ
て
い
る
。
結
婚
す
ら
難

し
い
現
状
で
人
口
増
加
に
転
じ
る
三
人

以
上
の
子
供
を
産
み
育
て
て
い
く
の

は
、現
在
の
日
本
で
は
容
易
で
は
な
い
。

富
の
偏
在
、
こ
れ
は
新
自
由
主
義
政
策

が
も
た
ら
し
た
最
た
る
も
の
で
あ
る
。

2
0
1
0
年
、
国
は
「
観
光
立
国
の

実
現
に
向
け
た
取
り
組
み
」
で
「
少
子

高
齢
化
で
成
熟
し
た
社
会
に
は
、
観
光

振
興
＝
交
流
人
口
の
拡
大
、
需
要
の
創

出
に
よ
る
経
済
の
活
性
化
が
有
効
」
で

あ
り
、「
観
光
は
少
子
高
齢
化
時
代
の

経
済
活
性
化
の
切
り
札
」
で
あ
る
と
し

て
い
る
。「
観
光
」
は
「
切
り
札
」
な

の
で
あ
る
。

し
か
し
先
の
京
都
市
長
は
「
京
都
で

は
観
光
が
と
て
も
活
況
な
の
に
、
市
の

税
収
は
ま
っ
た
く
伸
び
て
い
ま
せ
ん
」

発
言
の
続
き
に
「
観
光
業
で
働
く
人
の

75
％
が
非
正
規
雇
用
で
あ
る
こ
と
と
無

関
係
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
グ

リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
成
功
例
、
目
指

す
べ
き
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
町
の
住
人
は

「
客
単
価
も
下
が
っ
て
る
と
思
い
ま
す

ね
。
ま
あ
、
金
落
と
さ
へ
ん
よ
う
に
な

っ
て
き
と
る
よ
ね
」
と
語
る
。

国
は
観
光
と
い
う
切
り
札
を
切
り
続

け
、
ま
ち
も
観
光
埋
め
込
ん
だ
も
の
に

造
り
か
え
ら
れ
て
い
く
。
人
々
は
望
む

と
望
ま
な
い
と
に
拠
ら
ず
、
観
光
に
巻

き
込
ま
れ
、
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
る
。
そ
れ
は
宗
教
の
お
か
れ
た
状

況
も
お
な
じ
で
あ
っ
た
。

観
光
立
国
基
本
法
の
前
文
に
は
「
観

光
は
、
国
際
平
和
と
国
民
生
活
の
安
定

を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
持

続
的
な
発
展
は
、
恒
久
の
平
和
と
国
際

社
会
の
相
互
理
解
の
増
進
を
念
願
し
、

健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
享
受
し
よ
う

と
す
る
我
ら
の
理
想
と
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
果
た
し

て
今
の
状
況
は
そ
の
理
念
と
合
致
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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京 

都
府
宗
教
連
盟
令
和
三
年
度
委
員
総
会
出
席

	

於　

立
正
佼
成
会
京
都
普
門
館

近 

畿
宗
教
連
盟
令
和
三
年
度
第
一
回
常
任
理
事
会
出
席

	

於　

立
正
佼
成
会
京
都
普
門
館

水 

戸
市
教
育
委
員
会
主
催
世
界
遺
産
登
録
推
進
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
近
世
日
本
の
教

育
遺
産
群
を
世
界
遺
産
に
」
出
席	

於　

水
戸
市
総
合
教
育
研
究
所

斎
場
焼
骨
灰
供
養
法
要
開
催	

於　

相
国
寺

参
勤
僧
会
議
開
催	

於　

順
正

『
京
仏
』
夏
季
号
会
報
発
送	

於　

京
都
仏
教
会
事
務
所

た
な
ば
た
願
文
お
焚
き
あ
げ
・
盂
蘭
盆
会
採
燈
大
護
摩
供
法
要
開
催

	

於　

清
水
寺
南
苑

常
務
理
事
会
開
催	

於　

聖
護
院
門
跡

宗
教
と
社
会
研
究
実
践
セ
ン
タ
ー
第
九
回
研
究
会
開
催

	

於　

相
国
寺
承
天
閣
美
術
館

宗
教
と
社
会
研
究
実
践
セ
ン
タ
ー
運
営
会
議
開
催	

於　

京
都
仏
教
会
事
務
所

西
本
願
寺
音
舞
台　

無
観
客
開
催	

於　

西
本
願
寺

京 

都
国
立
近
代
美
術
館
企
画
展
「
発
見
さ
れ
た
日
本
の
風
景
美
し
か
り
し
明
治

へ
の
旅
」
内
覧
会
出
席	

於　

京
都
国
立
近
代
美
術
館

世 

界
小
児
が
ん
啓
発
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
開
催
東
寺
五
重
塔
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
出
席

	

於　

東
寺

京 

都
市
深
草
墓
園
秋
季
慰
霊
法
要
参
列	

於　

京
都
市
深
草
墓
園

全 

日
本
仏
教
会
公
開
Ｗ
Ｅ
Ｂ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
被
害
者
・
被
害
者
家
族
と
共
に

あ
る
な
か
で
」
出
席	

於　

京
都
仏
教
会
事
務
所

＊＊＊＊＊＊＊＊

九
月
二
十
九
日

九
月
三
十
日

十
月　

一
日

十
月　

五
日

十
月
十
二
日

十
月
十
三
日

十
月
二
十
七
日

十
一
月　

一
日

十
一
月　

八
日

十
一
月　

十
日

十
一
月
二
十
日

十
一
月
二
十
四
日

十
二
月　

二
日

十
二
月　

六
日

十
二
月　

七
日

十
二
月　

十
日

十
二
月
十
一
日

十
二
月
十
一
日

斎
場
秋
季
彼
岸
焼
骨
灰
供
養
法
要
開
催	

於　

永
観
堂
禅
林
寺

令
和
三
年
度
第
二
回
定
例
理
事
会
開
催	

於　

相
国
寺
承
天
閣
美
術
館

総 

本
山
園
城
寺（
三
井
寺
）第
一
六
三
代
長
吏
・
天
台
寺
門
宗
前
管
長
福
家
英
明

師
本
葬
参
列	

於　

園
城
寺
勧
学
院

宇
治
市
観
光
協
会
発
案
寺
院
共
通
拝
観
券
に
つ
い
て

　

長
澤
事
務
局
長
が
櫻
井
氏
の
意
見
書
を
も
っ
て
出
向
く	

於　

平
等
院

大 

阪
府
宗
教
連
盟
令
和
三
年
度
理
事
総
会
出
席	

於　

住
吉
大
社
吉
祥
殿

園
部
町
仏
教
会
新
会
長
自
坊
へ
長
澤
事
務
局
長
訪
問	

於　

寶
福
寺

大
分
県
日
田
市
長
来
訪	

於　

京
都
仏
教
会
事
務
所

古
典
の
日
フ
ォ
ー
ラ
ム
二
〇
二
一
開
催	

於　

京
都
劇
場

明 

日
の
京
都
文
化
遺
産
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
第
十
一
回
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
感
染
症

を
乗
り
越
え
る
」
出
席	

於　

立
命
館
大
学
朱
雀
キ
ャ
ン
パ
ス

全 

日
本
仏
教
会
第
三
十
三
回
理
事
会
Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議
出
席

	

於　

京
都
仏
教
会
事
務
所

大 

阪
府
仏
教
会
第
五
十
六
回
仏
教
徒
大
会
出
席	

於　

ホ
テ
ル
日
航
大
阪

元
理
事
江
上
泰
山
師
本
葬
参
列	

於　

真
如
寺

参
勤
僧
会
議
開
催	

於　

順
正

成
道
会
並
び
に
永
年
勤
続
住
職
表
彰
式
開
催	

於　

泉
涌
寺

常
務
理
事
会
開
催	

於　

聖
護
院
門
跡

嵐
山
花
灯
路
開
始
（
十
二
月
十
九
日
迄
）	

宗
教
と
社
会
研
究
実
践
セ
ン
タ
ー
第
十
回
研
究
会
開
催

	

於　

相
国
寺
承
天
閣
美
術
館

宗
教
と
社
会
研
究
実
践
セ
ン
タ
ー
運
営
会
議
開
催	

於　

京
都
仏
教
会
事
務
所

＊＊＊＊＊＊＊

＊
は
当
会
主
催
の
行
事
・
会
合

事
業
・
活
動
報
告

令
和
三
年
七
月
一
日
～
令
和
三
年
十
二
月
三
十
一
日

令
和
三
年

七
月　

七
日

七
月　

七
日

七
月　

十
日

七
月
二
十
八
日

七
月
二
十
九
日

八
月　

三
日

八
月
十
六
日

八
月
二
十
六
日

八
月
二
十
九
日

八
月
二
十
九
日

九
月　

四
日

九
月　

六
日

九
月　

九
日

九
月
十
一
日

九
月
二
十
七
日
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京都府　京都未来の匠「技の継承」事業

１.目　　的	 	伝統産業の未来を切り開くため、京都が文化的に保持してきた繊細かつ高度なも
のづくりを通して、失われつつある貴重な伝統産業の技術・技法を次世代へ継承
するとともに、次代を担う後継者の育成を図る。

２.内　　容	 	祇園祭各山鉾保存会や京都府内の社寺等が所有・管理する貴重な文化資料の復元
新調等を通じて、若手職人（京もの認定工芸士）等が京の名工等の指導を受けなが
ら、高度かつ稀少な技術の修得・技術向上を目的とした技術の研鑽・修得を行う。

３.事業主体	 各山鉾保存会、社寺等

４.対象経費	 染織品及び工芸品等の文化資料の復元新調等に係る経費
　 （人件費、材料費、事務費等）

５.補 助 率	 ２／３以内

６.補助限度額	 ５，０００千円／物件

─各ご寺院所蔵の未指定文化財の修復・復元─

ご相談は京都仏教会へご連絡下さい　TEL０７５－２２３－６９７５

お
申
し
込
み
の
方
は
京
都
仏
教
会
へ
ご
連
絡
下
さ
い

T
E
L
０
７
５
・
２
２
３・
６
９
７
５

F
A
X
０
７
５
・
２
２
３・
６
９
７
6

書
籍
の
紹
介
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お
申
し
込
み
の
方
は
京
都
仏
教
会
へ
ご
連
絡
下
さ
い

T
E
L
０
７
５
・
２
２
３・
６
９
７
５

F
A
X
０
７
５
・
２
２
３・
６
９
７
6

明治以来初の中央省庁移転となる文化庁の京都への全面的な移転は、2022（令
和４）年度中の業務開始を目指し、準備が進められています。
文化庁の京都移転は、地方の目線・地方創生の観点に立った文化行政の推進を目
指すものであり、都市から地方へという価値観の変化が見られる中、その効果に一
層の期待が高まっています。文化庁京都移転ロゴマーク等を積極的に活用し「文化
庁京都移転プラットフォーム（ロゴマークを使用していただける皆様が構成員）」
の一員となって、文化庁の京都移転の盛り上げをお願いします。

文化庁がいよいよ京都へやって来ます

文化庁京都移転（連携、記念、機運醸成など）事業
○○○○○記念行事
～文化庁京都移転をむかえて～

それぞれが実施される行事等で
「文化庁京都移転ロゴマーク」の使用
イベント名やサブタイトル等に「文化庁京都移転」の使用
をご検討いただけませんか。

詳しくは文化庁京都移転準備実行委員会HP https://bunka-iten.Kyoto/

書
籍
の
紹
介

明
日
の
京
都 

文
化
遺
産
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
編



筆・墨・硯・紙・簡易表装・短冊
色紙・中国製筆・墨・硯・紙

京都市下京区柳馬場通仏光寺下ル
電　話（075）3 5 1 ─ 6 3 8 0（代表）
ＦＡＸ（075）3 6 1 ─ 8 0 0 6

〒600̶8075

株式会社
〒６００－８４３１
京都市下京区綾小路通室町西入る
善長寺町１３９番地ＡＭＩ四条烏丸ビル４０５号
ＴＥＬ・ＦＡＸ：０７５（３５２）７７７８
Ｅ－m a i l：n a k a m a s a@ b r i d g e . o c n . n e . j p

古都税理士法人
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当
会
も
お
か
げ
さ
ま
を
も
ち
ま
し
て
仏
教
諸
行
事
、
文
化
福
祉
、
研
究
活
動

等
順
調
に
か
つ
積
極
的
に
推
移
し
て
き
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
も
ひ
と
え
に
ご

寺
院
各
位
の
ご
理
解
ご
協
力
の
賜
物
と
存
じ
ま
す
。
今
後
は
ま
す
ま
す
京
都

が
宗
教
都
市
と
し
て
発
展
し
つ
づ
け
る
た
め
に
、
布
教
・
広
宣
を
行
い
、
ま

た
多
様
化
す
る
現
代
社
会
の
情
報
提
供
や
宗
教
法
人
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ

き
ま
し
て
も
お
役
に
立
て
る
よ
う
は
か
っ
て
参
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。
つ
き

ま
し
て
は
通
信
費
の
一
部
と
し
て
令
和
３
年
度
分
の
会
費
を
同
封
の
郵
便
振

替
に
て
ご
納
入
の
程
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

各
界
一
般
会
員
の
み
な
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
ご
健
勝
の
こ
と
と
存
じ
ま

す
。

平
素
は
何
か
と
本
会
の
活
動
に
対
し
、
ご
理
解
、
ご
協
力
賜
り
厚
く
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

お
か
げ
を
も
ち
ま
し
て
賛
助
会
員
に
つ
き
ま
し
て
は
年
々
増
え
続
け
て
お
り

ま
し
て
有
り
難
い
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
当
会
も
各
界
の
み
な
さ
ま
と
と
も
に

こ
の
歴
史
と
伝
統
の
あ
る
京
都
に
お
い
て
様
々
に
交
流
や
文
化
事
業
を
通

じ
、
よ
り
よ
い
京
都
に
発
展
す
べ
く
努
力
し
て
参
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

当
会
の
会
報
を
年
二
回
お
送
り
申
し
上
げ
ま
す
こ
と
や
諸
行
事
の
ご
案
内
を

み
な
さ
ま
と
の
情
報
交
換
の
場
と
し
、
今
後
も
活
動
を
し
て
ゆ
き
た
い
と
存

じ
ま
す
。
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
な
に
と
ぞ
こ
の
趣
旨
に
ご
賛
助
賜
り

令
和
３
年
度
分
の
賛
助
会
費
の
ご
納
入
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
る
次

第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
な
お
ご
納
入
は
同
封
の
郵
便
振
替
に
て
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

発
行
日

発
行
所

〒
602-

0898

電　

話

Ｆ
Ａ
Ｘ

表
紙
写
真

印
刷
所

令
和
四
年
一
月
二
十
五
日

一
般
財
団
法
人 

京
都
仏
教
会

京
都
市
上
京
区
今
出
川
通

烏
丸
東
入
相
國
寺
門
前
町

六
三
六
─
一

（
〇
七
五
）二
二
三
─
六
九
七
五

（
〇
七
五
）二
二
三
─
六
九
七
六

城
陽
市
歴
史
民
俗
資
料
館
提
供

（
株
）精
巧
社



京都営業所

宇治営業所

高槻営業所

大津営業所

亀岡営業所

☎（075）682-4444

☎（0774）32-4242

☎（072）682-1121

☎（077）524-4444

☎（0771）22-0042

葬　儀

もよりの営業所へご連絡ください。（24時間営業）
寝台自動車のご用命も承ります。

人生の終り、もうひとつの門出を美しく

24時間365日 無料受付 まずはお気軽に
お電話ください。 検索セレマ90120-094-110

お供養 110 番

経済産業大臣認可／全日本葬祭業協同組合連合会加盟

http://www.kyosokyou.jp/
京都中央葬祭業協同組合員名簿

●事前相談 ●サービス内容の説明 ●明瞭価格 ●アフターサービス

信頼と安心の
全葬連 葬祭サービスガイドライン

京葬協は、葬祭サービスガイドラインを尊守いたします

会　　　社 代 表 者 電　　話 所　　在　　地

㈱ ま る い ち 小 林 正 明 075-441-6254 上京区千本上立売通作庵町518

㈲ 京 都 日 葬 九谷田満雄 075-811-4242 中京区西ノ京塚本町13−11

花 安 吉 村　 和 075-463-7276 中京区西ノ京御輿岡町20

㈱　 公　 益　 社 松 井　 雄 075-221-4000 中京区烏丸六角上饅頭屋町608

㈱京都セレモニー 松 井　 雄 075-221-8400 中京区烏丸六角上饅頭屋町608

㈱公益サービスセンター 松 井 信 五 075-551-3422 東山区清閑寺山ノ内町46-2

駕 政 葬 儀 社 滝 口 泰 彦 075-691-0826 南区東九条北烏丸町14

ライフアンドデザイン・
グループ西日本㈱ 伊 藤　 健 075-933-4242 南区久世高田町35-3

あ め 直 阪邉賀津子 075-611-0400 伏見区京町六丁目54-1

㈱のじり葬儀店 野 尻 義 樹 075-611-4211 伏見区治部町123

㈱　 山　　 長 山 田　 一 075-861-1422 右京区太秦西蜂岡町1

㈱　 ア シ ス 岡 本 研 三 075-932-4242 向日市寺戸町西田中瀬3

会　　　社 代 表 者 電　　話 所　　在　　地

㈲城陽葬祭杉村 杉 村　 等 0774-52-2140 城陽市久世南垣内116

㈱宇治葬祭駕辰 木 村 久 孝 0774-31-8072 宇治市五ヶ庄芝の東53

山城葬祭㈱現丸屋 小 川 保 善 0774-82-2064 綴喜郡井手町井手柏原83-2

㈲　 花　　 福 福 田 善 文 0774-82-2016 綴喜郡井手町井手宮ノ本89

㈲　 阪　　 口 阪 口　 仁 0774-76-2146 木津川市加茂町駅西1-5-3

平 城 公 益 ㈱ 西 川 弘 人 0774-72-5709 木津川市相楽鳥井7-1

㈱ 松 本 仏 具 店 松 本 光 雄 0771-22-0279 亀岡市安町86

㈲ い ち た に 一 谷 和 弘 0771-62-4949 南丹市園部町小山東町水無38

㈱セレモニーまつだ 松 田 政 一 0772-46-2264 与謝郡与謝野町字弓木956

おのえメモリアル㈱ 尾 上 雄 紀 0772-42-5555 与謝郡与謝野町算所229-1

令 和 ㈲ 寺 尾　 純 0772-72-2002 京丹後市網野町網野3156

最近のお葬式はどのように行われているか、また、費用はいくら位かかるか！？ など、お葬式の内容を知りたい方は、上記の各店へ電話でお問い合わせ下さい。
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京石塔
石工事
記念碑

株式
会社

石工事・土木工事・造園工事（京都府知事認可）

石 寅寅 ®

本　　　店 （〒616-8376） 京都市右京区嵯峨天竜寺瀬戸川町1－10
 電話（075）881－1481番　ＦＡＸ（075）881－1480番
新丸太町店 （〒616-8305） 京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町33－2
 電話（075）882－2124番　ＦＡＸ（075）882－2128番
丹波営業所 （〒622-0211） 京都府船井郡京丹波町上野中野31－1
 電話（0771）82－2681番　ＦＡＸ（0771）82－2751番
京 丹 波 店 （〒622-0213） 京都府船井郡京丹波町須知天神18－1
 電話（0771）89－1481番　ＦＡＸ（0771）89－1480番
石寅ホームページ URL:http://www.ishitora.co.jp/

京都市左京区浄土寺真如町111番地-1
TEL（075）751-0628（代）  FAX（075）752-9430

滋 賀県愛知郡愛荘町中宿 1 7 3 番 地
TEL（0749）42-2859（代）  FAX（0749）42-5727

本　　　 社

営業所・工場

文化財建造物修復・社寺建築設計施工

代表取締役　木澤善之
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一般建設業の許可：京都府知事 許可（般 ─23）第 3 8 9 1 7 号

表具全般  古書画修復

京表具

〒604－8121
京都市中京区柳馬場通錦小路上る
TEL.FAX. 0 7 5（ 2 2 1 ）5 7 5 4

社寺建築設計施工

伸和建設株式会社
代表取締役 北尾行弘

京都市右京区西院上花田町21
（西大路三条西入ル南側）
電 話 075－311－0054（代表）
FAX 075－322－0152

〒615
－0007
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古美術

好古堂
〒605ー0811　京都市東山区建仁寺東

TEL・FAX 075-525-9111
www.koukodokyoto.com

清水順正おかべ家
　清水寺門前…………TEL（075）541-7111
祇園円山かがり火
　円山公園駐車場前…TEL（075）541-0002

JUNSEI
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2021年9月4日　無観客開催
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